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村
保
健
協
力
委
員
会
の
総

会
が
役
場
会
議
室
で
開
か

れ
、
26
人
の
委
員
に
委
嘱
状

が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

総
会
に
先
立
ち
、
同
委
員

を
永
年
務
め
た
高
橋
つ
め
子

さ
ん
（
深
谷
）、
大
和
田
し

ち
よ
さ
ん（
八
木
沢
・
芦
原
）、

菅
野
千
恵
子
さ
ん
（
佐
須
）

の
３
人
に
、
村
か
ら
の
感
謝

状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

総
会
で
は
、
会
長
に
赤
石

澤
幸
子
さ
ん
（
小
宮
）、
副

会
長
に
門
馬
恭
子
さ
ん
（
八

木
沢
・
芦
原
）
を
選
出
し
た

ほ
か
、
住
民
の
健
康
増
進
に

向
け
た
今
年
度
の
事
業
計
画

等
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

保
健
協
力
委
員
の
任
期

は
、
平
成
20
年
３
月
ま
で
の

２
年
間
で
す
。

①結核検診
（40歳以上）
②基本健康診査
（40歳以上）
③胃がん健診
（40歳～80歳）
④大腸がん検診
（40歳以上）
⑤肺門部がん〔喀痰健診〕
（40歳以上）
⑥Ｃ型肝炎ウイルス検査
（40歳・45歳・50歳・55歳・
60歳・65歳・70歳）

○前立腺がん検診〔血液検査〕
（50歳以上男性）

○65歳以上の方の生活機能検査
・25項目の問診
・口腔内の状況検査
・血清アルブミン検査
〔血液検査〕

～健康的⇒活動的な85歳を目指して～
介護保険法の改正により、基本健康診査と介護予防事業が一つになりました。
65歳以上の方は、あらかじめ総合健診受診録の裏面の生活機能検査票の記入もお願
いします。

（記入例）総合健診受診録の裏面



元気な人も介護や支援が必要な人も生活機能の低下や要介護・要支援状態の重度化をできるだ
け防ぎ、自分らしい生活を実現できるように支援することが必要です。
そのために、介護予防給付を創設し、要介護状態が軽度（これまでの介護保険制度における要

支援と要介護１の一部）の高齢者に対して介護予防給付を行い、要介護状態の改善を図ります。
また、介護予防事業を創設し、介護や支援が必要となるおそれのある高齢者が要介護・要支援

状態にならないために、生活機能の低下が軽度である早い段階から継続して、予防的な事業を実
施していきます。

新たな介護保険制度の枠組み 
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要介護認定の 
申請 
 
　介護や支援が必要に 
なったら要介護認定を 
申請します。 

要介護認定 
　介護が必要か、支 
援が必要かを調査・ 
審査します。 

地域包括支援センター 
　新設される「地域包括支援センター」では、生 
活機能の低下している高齢者に、健診の結果など 
を確認するとともに日常生活での問題点などを聴 
き取り、介護予防サービスの対象者を選定します。 

生活機能の低下 
を早期に把握 
・健診などで把握 
・主治医・民生委員 
　からの連絡 
・保健師などの訪問 
　活動による実態把握 
・要介護認定におけ 
　る非該当者 
・本人あるいは家族 
　からの相談 

要介護５ 

要介護４ 

要介護３ 

要介護２ 

 

要支援１ 

要介護１　要支援２ 

認
　
定
　
結
　
果 

介
護
認
定
審
査
会 

認定調査 

主治医の 
意見書 

＋ 

　 地域包括支援センターとは？ 
　高齢者が住みなれた地域での生活を継続できるよう 
総合的・包括的なマネジメントを行います。保健師や 
主任ケアマネジャーなどの職員が専門性を生かした 
マネジメントを行います。 

高齢者の虐待 
防止のための 
相談や権利擁 
護 

包括的・継続 
的マネジメン 
トの実施 

　介護予防ケ 
アマネジメン 
トの実施 
 

　総合相談や 
支援、ほかの 
必要なサービ 
スとの連携 

非該当 

生活機能の低下が見られない方 

自立した生活が送れる 
方などすべての高齢者 
　高齢者の総合的な相 
談や生活支援・介護予 
防などのサービスを利 
用できます。 

介
護
サ
ー
ビ
ス 

ケアプランの作成 
（ケアマネジメント） 
　居宅介護支援事業所のケアマネジャーが 
ケアプランを作成します。 
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介護予防ケアプランの作成 
（介護予防ケアマネジメント） 
　地域包括支援センター（またはセンター 
から委託された居宅介護支援事業所）が利 
用者の状況にあった介護予防ケアプランを 
作成し、それに基づいて介護予防サービス 
を利用します。 
 
 
　要支援１．２と認定された方 
　　介護保険の介護予防サービスが利 
　用できます。 
 
 
　介護や支援が必要となるおそれのある方 
　　地域支援事業の介護予防サービス 
　が利用できます。 
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介護が必要とされる方 
（要介護１～５） 
　介護保険の介護サー 
　ビスを利用できます。 

支援が必要とされる方 
（要支援１．２） 
　介護保険の介護予防 
サービス（新予防給付） 
を利用できます。 
 

介護や支援が必要とな 
るおそれのある方 
　介護予防サービス（地 
域支援事業）を利用でき 
ます。 
 

地域包括支援センターを創設し、高齢者が抱えるさまざまな問題の相談や、介護サービスと医
療や福祉でのサービスの総合的な提供を行い、高齢者の生活を総合的に支援します。

村では、高齢者の総合的な相談窓口として、「地域包括支援センター」を平成18年４月１日に
設置しました。
これまでの在宅介護支援センターの機能を、地域包括支援センターへ移行します。

○名　　称　　飯舘村地域包括支援センター
○住　　所　　飯舘村伊丹沢字伊丹沢571（いいたてホーム内）
○電話番号　　４２－１１１３
○ＦＡＸ番号 ４２－１７１０

保健福祉課福祉係　�４２－１６２０


